
仕 様 書 

１．業務内容 大阪市中央区役所 建具等修繕工事 

２．施工場所 大阪市中央区久太郎町１－２－27 

大阪市中央区役所１階 

【別紙図面に下記番号で明示】 

３．業務概要 ① 庁舎南側出入口ドア（鍵不良により開錠不可）鍵交換調整 

金属製ドア ６本ピンシリンダー MK 合わせ 両面シリ

ンダー 

② 防災倉庫 出入口ドアノブ（ドアノブ破損）交換調整 

金属製ドア ドアノブ取替 MK 合わせ 

③ 防災倉庫 ドアクローザー不良（ドアクローザー破損・油

圧本体オイル漏れ）交換調整 

ドアクローザー（ストップ付）・油圧本体一式取替 

2 か所（ドア 2 枚） 

④ 宿日直室 出入口ドア（ドア建付不良・ドアノブ不良）建

付調整・ドアノブ取替 木製ドア MK 合わせ 

【共通仕様】 

・既存マスターキー系統に適合すること。 

・既存部材撤去・処分を含む 

・施工後は、施錠・開錠の動作確認を行うこと。 

４．施工期限 令和８年 12 月 28 日（月） 

５．適用範囲 (1) この仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において

履行するものとする。 

(2) 本業務について、この仕様書に定められた事項以外は、発

注者の指示によるものとする。 

(3) 受注者は仕様書に明示のない場合、又は疑義を生じた場合

は、発注者と協議するものとする。 

６．業務履行に 

関する事項 

(1) 受注者は本作業着手前に発注者と作業工程および安全対

策について十分な打ち合わせを行うこと。 

(2) 作業に当たっては、適用を受ける関係法令を遵守し、作業

に必要な官公署その他への手続きは速やかに行うこと。 

(3) 建物内での火気の使用は原則として禁止する。 

(4) 既設建物及び設備等に傷をつけないよう注意し、万一破損

した場合は受注者の責任により速やかに原型復旧するこ

と。 

７．検査 (1) 検査は受注者の立会いのもとに行う。その結果、指摘を受

けた場合は指定期日までに手直しを行い、処置内容を報告

し再度検査を受けること。 

(2) 受注者は、工事を完了したときは速やかに工事完了届を提

出すること。その際、作業記録写真（着工前・工程・完成）

を添付すること。 



なお、検査は工事終了後とし、費用の支払いは検査合格と

認められた後に行う。 

８．特記事項 (1) 職員等の公正な職務の執行に関する条例を遵守すること。 

(2) 大阪市暴力団排除条例を遵守すること。 

９．担当者 

（又は連絡先） 

中央区役所総務課 担当：岡・鬼頭 

〒541－8518 

 大阪市中央区久太郎町１－２－27 

  TEL：06－6267－9988 / FAX：06－6264－8283 

（発注者：大阪市中央区役所  受注者：工事請負業者） 

 


